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無
電
柱
化
推
進
に
向
け
た
計
画
の
策
定

現
在
、
無
電
柱
化
は
、「
無
電
柱
化
推
進
計

画
」（
平
成
16
年
度
〜
20
年
度
）
に
基
づ
き
推

進
し
て
い
ま
す
が
、
欧
米
主
要
都
市
と
比
較

し
、
依
然
と
し
て
立
ち
遅
れ
て
い
る
状
況
に

あ
り
ま
す
（
図
１
）。
こ
の
た
め
、
関
係
省
庁

や
事
業
者
と
連
携
し
な
が
ら
、
無
電
柱
化
推

進
に
向
け
た
課
題
と
そ
の
解
決
策
を
踏
ま
え
、

次
期
計
画
を
策
定
し
、
無
電
柱
化
を
推
進
し

ま
す
。

電
柱
・
電
線
類
は
、
台
風
や
地
震
に
よ
っ

て
、
建
物
な
ど
と
併
せ
て
電
柱
が
倒
壊
す
る

こ
と
に
よ
り
、
災
害
復
旧
や
救
急
活
動
の
支

障
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
高
齢

者
、
障
害
者
な
ど
の
通
行
の
多
い
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
す
べ
き
道
路
や
通
学
路
な
ど
に
お
い

て
、
歩
道
上
に
電
柱
が
あ
る
こ
と
で
十
分
な

歩
行
空
間
が
確
保
さ
れ
ず
、
安
全
な
通
行
の

支
障
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
ほ
か
、祭
り
で
の
山
車
の
通
行
に
電
線
類
が

支
障
と
な
る
な
ど
、
電
柱
・
電
線
類
は
、
観
光

振
興
や
生
活
環
境
の
向
上
に
向
け
た
安
全
で

快
適
な
道
路
空
間
創
出
の
支
障
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
無
電
柱
化
の
次
期
計
画
で
は
、

次
の
箇
所
に
お
い
て
重
点
的
に
無
電
柱
化
を

推
進
し
ま
す
。

（
ア
）市
街
地
の
幹
線
道
路

（
イ
）県
庁
所
在
地
間
を
結
ぶ
緊
急
輸
送
道
路

（
ウ
）バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
す
べ
き
道
路
や
通
学
路

（
エ
）歴
史
的
街
並
み
の
保
全
な
ど
が
特
に
必

要
な
地
区

（
オ
）伝
統
的
祭
り
等
の
地
域
文
化
の
復
興
や

観
光
振
興
に
資
す
る
箇
所

無
電
柱
化
は
、
観
光
振
興
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
安
全
で
快
適
な
通
行
空
間
の
確
保
、

景
観
の
向
上
、
都
市
災
害
の
防
止
、
情
報
通

信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
信
頼
性
向
上
、
地
域
活

性
化
な
ど
の
効
果
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
無
電
柱
化
に
つ
い
て
の
今
後

の
取
組
み
と
、
無
電
柱
化
に
よ
り
観
光
振
興

を
図
っ
た
福
島
県
下
郷
し
も
ご
う
町
大
内
宿

お
お
う
ち
じ
ゅ
くの
取
組
み

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

無電柱化の推進
～安全・快適な道路空間の創出に向けて～

うるおい豊かな美しいまちなみの創造③

道路局　地方道・環境課 道路交通安全対策室

安
全
・
快
適
な
道
路
空
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創
出
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※1 海外の都市は電気事業連合会調べ　
 による1977年の状況　
 （ケーブル延長ベース）　
※2 日本の状況は国土交通省調べによる　
 平成19年度末速報値　
 （道路延長ベース）　
※3 幹線（幹線道路）： 市街地の一般国道、　
  都道府県　
 全　　　　　体： 市街地の道路　

図1 欧米と日本の主要都市の無電柱化の現状

祭りの支障となっている電線 通行の支障となっている電柱 台風により電柱が倒壊
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新
た
な
無
電
柱
化
方
策
の
採
用

新
た
に
電
柱
、
電
線
を
増
や
さ
な
い
た
め
、

市
街
地
の
新
設
道
路
に
つ
い
て
は
、
先
行
的

な
電
線
共
同
溝
の
整
備
（
先
行
整
備
）
を
推

進
す
る
と
と
も
に
、
道
路
整
備
と
併
せ
て
無

電
柱
化
を
実
施
す
る
一
体
施
工
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
コ
ス
ト
縮
減
を
図
り
ま
す
（
図
２
）。

一
方
、
歩
道
の
無
い
狭
隘
き
ょ
う
あ
いな
道
路
に
お
い

て
無
電
柱
化
を
推
進
す
る
た
め
、
民
家
の
軒

下
や
裏
道
な
ど
の
わ
ず
か
な
ス
ペ
ー
ス
を
活

用
し
て
安
価
に
無
電
柱
化
が
可
能
な
軒
下
配

線
※
１
や
裏
配
線
※
２
を
積
極
的
に
活
用
し
、
手

法
の
工
夫
を
図
り
な
が
ら
、
効
率
的
に
無
電

柱
化
を
推
進
し
ま
す
。

特集■観光立国の実現に向けて

観
光
地
で
は
、
狭
隘
な
道
路
が
多
い
こ
と

か
ら
、
地
中
化
に
よ
る
整
備
が
困
難
な
場
合

が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う

な
狭
隘
な
箇
所
に
お
い
て
、
裏
配
線
に
よ
る

無
電
柱
化
を
実
施
し
た
福
島
県
下
郷
町
大
内

宿
の
取
組
み
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
す
。

国
土
交
通
省
で
は
、
今
後
も
観
光
振
興
な

ど
の
た
め
、
地
域
の
道
路
事
情
に
応
じ
て
軒

下
・
裏
配
線
な
ど
の
多
様
な
無
電
柱
化
手
法

を
活
用
し
な
が
ら
、
効
果
的
・
効
率
的
に
無

電
柱
化
を
推
進
し
て
参
り
ま
す
。

※
１
　
建
物
の
軒
を
活
用
し
て
電
線
類
の
配
線
を

行
う
こ
と
で
、
無
電
柱
化
を
行
う
方
式

※
２
　
裏
通
り
へ
電
柱
・
電
線
を
移
設
す
る
こ
と

で
、
表
通
り
の
無
電
柱
化
を
行
う
方
式

福島県下郷町教育委員会
●福島県下郷町大内宿
大内宿は、江戸時代の宿駅制度の中で作られた下野

しもつけ
街道の主要宿駅です。会津若松城下か

ら第三の宿駅で、荷役や人馬の継ぎ立てと宿場を経営するかたわら、高地での農業生産をす
る半宿半農の集落でした。
街道宿場としての形態を色濃く残す町並みとして、昭和56年、重要伝統的建造物群保存地

区として国の選定を受けました。宿場は、南北500ｍ、東西200ｍの範囲から成り、旧街道の両
側に44棟の主屋が立ち並んでいます。

●無電柱化方式の選定
当時、大内宿には、電柱11本、電話柱20本、テレビ共同受信柱20本、地区有線放送柱など
が林立しており町並みの景観をさえぎる姿となっていました。
街道宿場としての形態を保存する上から、無電柱化の促進は、重要な課題でした。
そのような背景の中、昭和57年～63年に街道宿場を縦断するかたちで道路が新設されるこ
とになり、電柱類については町並み景観に配慮し、新設道路に移設する方針となりました。
地中化ができなかった一つの要因として、事業費の工面が困難であったことが挙げられます。
ちなみに、移設は電柱による方法（裏配線）がとられることになりました。
なお、街道宿場に設置されていた電柱類を、新設道路に移設する方式については、地区住

民、観光客へのアンケート（昭和62年）により、多くの賛同を得、その結果を踏まえて整備方針
としました。
工事に際しては、大きな困難もなく、電柱類の移設工事（平成元年～2年）を完工することが
できました。

●整備効果
重要伝統的建造物群保存地区の選定を受け、宿場の保存・復元が進められ、また、高速道

路網の整備や昭和61年の会津鬼怒川線の開通、62年これと連結する会津線の開通などによ
り、宿場までのアクセス強化が図られました。住民の生活も、生活基盤が観光的なものへと変
化しはじめ、住民の多くが観光資源としての大内宿の保存に理解を深めてきました。
こうした地域活動や住民意識の変化などが実を結び、平成に入ると、大内宿の存在が、首都
圏をはじめとして全国に知られることとなり、多くの観光客が訪れてくれるようになりました。

観
光
地
に
お
け
る
整
備
事
例

大内宿の取組み

工　施　体　一　の　と　備　整　路　道　工　施　の　へ　路　道　設　既　

費　装　舗　・　工　土　

溝　同　共　線　電　
費　置　設　

費　償　補　設　移　

置　設　等　ス　ン　ラ　ト　

溝　入　類　線　電　

電柱・架空線撤去費　

用　費　等　備　設　加　追　

図2 道路整備との一体施工によるコスト縮減のイメージ

バイパス整備と合わせた無電柱化の実績

裏配線による整備事例【大内宿（福島県）】

★
一
体
施
工
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト

①
電
柱
・
架
空
線
撤
去
費
の
節
減

②
支
障
物
件
の
移
設
補
償
費
の
節
減

③
土
工
費
用
、
既
設
舗
装
の
撤
去
・
復
旧

費
用
の
節
減

④
夜
間
工
事
や
通
行
規
制
が
不
要
　
な
ど


